
　胃瘻等の延命治療を受けたくないとの相談を受け
ることがあります。その場合には、「尊厳死宣言」とい
う文書の作成を提案しています。この文書は、治療し
ても回復する見込みがない状態の折に、胃瘻等の医
療行為を拒否し、緩和治療のみを希望するものです。
　なお、胃瘻を巡っては、忘れられない出来事がいくつ
かありますので、その一つを参考までにご紹介します。
　Aさんは認知症で施設に入院し、キーパーソンは
甥のB氏でした。症状が悪化して胃瘻が必要な状態
となり、医師はB氏に胃瘻について判断を求めまし
た。B氏は、Aさんから何も聞いていなかったので悩み
ましたが、ある親族から「Aさんを殺す気か」と言わ
れ、胃瘻を選択しました。その後、B氏は、施設に見舞
いに行く度に、ベッドで一人で横たわり何の反応もし
ないAさんを見るにつけ、「叔母は胃瘻を望んでいた
のだろうか」、「このような状態で生きることを望んで

いなかったのではないか」、「自分は叔母を苦しめて
いるのではないだろうか」と深く悩みました。B氏から
悩みを伺い、私は終末治療の難しさを痛感したもの
です。
　回復が困難な病状と医師から伝えられても、それ
はその時の医療水準を前提にしたものであり、将来
において治療が可能になるかもしれません。また、意
思の疎通ができなくても、意識が無いとは限りませ
ん。したがって、このように医師から伝えられた場合、
痛みを和らげる緩和治療のみを選択するか、できる
限りの医療を選択するかは大変難しい問題です。
　このように、家族は医師から胃瘻等の終末医療の
相談を受けた時に大変悩みます。家族間で対立する
場合もあります。そのようなことがないように、自分の
お考えを家族に伝え、できれば書面を家族に残すと
はとても大事なことだと思います。　

　使用者が労働者を雇い入れる際には、労働時間、
賃金等の労働条件を書面で明示することが法令で
定められています。また、明示する事項も決まっていま
す。労働基準法等の改正により、令和６年４月１日以
降、明示する事項が増えます。①就業場所・業務内容
変更の範囲②有期契約について更新上限の有無③
無期転換申込権が発生する場合にはその事実と転
換後の労働条件の3点です。
　このうち、無期転換申込権とは、同じ使用者との間
で有期契約が通算5年を超えるときには、労働者が
次回の契約からは期間の定めのない契約に転換す
るよう申込みできる権利です。なお、申込みがあった
場合に使用者は断ることはできません。この申込権が
あることを使用者が労働者に対して積極的にお知ら
せする義務は今までありませんでしたが、改正後は無
期転換権を有する労働者に対しては、契約更新ごと

に、その権利があることと、無期転換後の労働条件を
明示する必要があります。なお、転換後は直ちに正社
員になるという誤解があるようですが、決してそうでは
ありません。従前、有期契約であったものが、期間の
定めのない無期契約になるというだけです。
　それでは、無期転換された社員について適用され
る契約期間以外の労働条件は転換前のままなのか、
もしくは変更があるのか。社内での取り決めはどう
なっていますか。特に、定年は有期契約のときには定
めがないものですので、事前に定めておかないとトラ
ブルになる可能性があります。
　法改正に向けて、自社で運用している労働条件通
知書もしくは雇用契約書の見直しと、無期転換権の
申込みがあっても慌てないように、無期転換ルールと
社内での対応を確認しておきましょう。
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